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Ⅰ　は じ め に

配置転換（配転）とは，労働者の勤務地や職務
内容を変更させることをいう。配転は，適正配置，
欠員補充，雇用調整，人材育成など様々な目的を
もって使用者によって行われる。使用者には，労
基法 3条，労組法 7条，均等法 6条，民法 90 条
などの強行法規に反しない限りはほぼ無制約と
いってよいほどに広い配置命令の権限が認められ
てきた。これは，使用者の解雇権行使を抑制して
労働者に長期の雇用保障を付与することの代償で

あるといわれている。また，配転は，様々な業務
を経験して能力を高め昇進・昇格をしていくと
いった労働者のキャリア形成にも資するものであ
り，労働者にとってもメリットのあるものである。
このような状況は他方で，労働者の意思や家庭
生活上の利益を軽視するなど，労働者に大きな負
担を強いてきた。しかし，近年，雇用形態は個別
化・多様化し，労働者の自己決定が重視されるよ
うになってきた。これに伴い，雇用保障を中心と
した日本型雇用慣行も変化している。それにもか
かわらず，使用者の都合で労働者の勤務地や職種
などを容易に変更できるという判例法理の枠組み
に大きな変化は見られない。雇用社会や労働者の
変化を考慮すれば，労働者の職種や勤務地などに
変更が必要になった場合についても，使用者は労
働者の個別の事情に応じて柔軟な対応をする必要
があるはずである。
本稿では，配転命令が広く行われるようになっ
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使用者の広範かつ柔軟な配転命令権を認める判例法理は，解雇を回避して労働者の長期雇
用を保障するために必要なものとして形成されてきた。他方で，配転に際して労働者が被
る私生活等の不利益は軽視され，これを犠牲にできる労働者のみが長期雇用の利益を得ら
れるにすぎなかった。しかし今日では，家族の育児や介護をしなければならない労働者が
多くおり，また，非正規雇用労働者や専門職として働く労働者が増加し，雇用形態も多様
化している。このような労働者にとって，遠隔地への転勤や異職種への配転は，雇用の継
続を困難なものとしかねない。そこで，配転法理については，労働者の意思や家庭生活の
尊重という点から見直しを行い，使用者の配転命令権を制約する必要性があるといえる。
本稿では，職種や勤務地は労働者にとって重要な労働条件であり，使用者による一方的変
更は認められるべきではなく，その変更に際しては労働契約の合理的な解釈をしたうえ
で，できる限り労働者の個別合意を得て行うべきであることを主張する。
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ていった歴史的経緯を明らかにしたうえで，配転
法理と雇用保障との関係を踏まえつつ，今後の配
転命令権の法的ルールのあり方を提示する。

Ⅱ　使用者の広範な配転命令権

配転に関する判例法理によれば，使用者は就業
規則の包括的な配転条項に基づいて労働者に一方
的に配転を命じることができるものとされ，使用
者には広範な配転命令権が認められてきた 1）。以
下では，今日までの配転をめぐる議論状況につい
て，裁判例や学説などから概観する 2）。

1　戦後期の状況

戦後期の裁判例を見ると，配転の対象となった
のは一部の労働者（大卒の事務系職員）にすぎな
い。このような労働者については将来管理職に就
かせることを目的に配転が行われていた。人事権
の内容である配転は，使用者の排他的な専権事項
として一方的に実施されており，このような人事
権の行使に対しては労働組合もほとんど関与して
いなかった。そして，企業は経営の合理的な運営
の観点から配転によって労働者を適材適所に就か
せるようにするが，それは多くの従業員に関係す
ることであるから個々の労働者の希望に沿わない
ことはやむをえない 3）と考えられた。当時の裁
判例において配転が争われるケースのほとんどが
不当労働行為に関するものであり，その場合でも
配転は事実行為であるとされ，労働者は配転命令
を拒否したことを理由とした解雇の効力を争うし
かなかった。
このように戦後期は，不当労働行為など差別的
なものを除き，配転は使用者の人事権の裁量の範
囲内で専権的に行われていたといえる。他方で労
働者も配転により管理職となって出世をしていく
といったメリットも大きかったと考えられる。

2　高度経済成長期

1955 年（昭和 30 年）からの高度経済成長期に
なると，企業はその規模を拡大し技術革新や設備
投資による近代化・合理化を図っていった。その
中で，企業内部における労働力の移動が必要とな

り，配転の対象となる労働者は拡大された 4）。そ
のため，裁判において配転が争われるケースも増
加した。その中で，配転は使用者の専権裁量に属
するとしつつも，賃金の相当な減収，熟練工の技
術的な能力，経歴の維持・発展を著しく阻害する
恐れのあるような配転には労働者の同意あるいは
経済的・技術的必要性が求められ，かかる限界を
こえた配転は，使用者の裁量権を逸脱して継続的
な債権関係としての労働契約の約定を一方的に変
更する契約違反とすべき，とする裁判例がでてき
た 5）。これを受けて学説においても，使用者の無
制約ともいえる裁量権に対する批判から包括的合
意説が主張された 6）。これによれば，労働契約は
労働者が労働力の処分を包括的に使用者に委ねる
契約であり，労働の種類・態様・場所に関する具
体的個別的決定に際しては，使用者がこの処分権
を行使して一方的に配転を命じうるが，このよう
な形成権的性質をもつ場合であっても権利濫用は
許されず，そのような配転命令は無効となると解
される。長期雇用慣行を前提として使用者に包括
的な配転命令権を認める一方で，濫用的な配転は
許さないとするものであり，このように解すこと
により労働者は配転命令自体の適法性を争うこと
が可能となる。この見解はその後の裁判例にも影
響を与えることになった 7）。しかし，包括的合意
説については近代的契約原理との整合性などの点
で問題があった。この点，契約説 8）は，配転な
どの労働場所の変更については労働契約で合意さ
れている範囲内で行われるか，その都度の労働者
の同意を得ることを要すると解する。そのため，
契約原理と適合的であり，配転を使用者の専権事
項とは見ないものといえる 9）。ただ，契約説にお
いても，採用時に労働力処分を包括的に使用者に
委ねる合意をすることは可能であり，両説に大き
な違いはないともいえる。これらの見解のほか，
労働の場所・種類の決定・変更を委ねる旨の特約
がある場合にのみ配転命令権は行使できるとする
特約説 10）や，職種や労働場所を変更する配転は
契約内容の変更の申し入れであり，労働者の明
示・黙示の合意を要するとする配転命令否認 
説 11）も提起された。このように，当時の議論は，
従来の無制約ともいえる使用者の配転命令権を制
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約する方向で進んでおり，裁判例においても配転
命令を無効とするものが少なくなかった 12）。た
とえば，兄と妹が病気でその看病や家事の手伝い
をしなければならない労働者の配転について，余
人をもっては代替し得ないものとはいえず，転勤
命令の必要性と労働者の不利益との比較考量をす
れば転勤命令は著しく均衡を失しているとして，
転勤命令を無効としたケースがある 13）。

3　1973 年以降の低成長期

1973 年（昭和 47 年）からの経済の低成長期に
入ると，企業の中にはその規模や活動の縮小を強
いられるものもでてきた。そのような企業におい
て，人件費削減を目的とした雇用調整手段のひと
つとして配転が重要な役割を果たすようになり，
これが多く行われるようになった。そのため配転
に関する紛争も増加し，裁判例においても，余剰
人員を他部門に配転することは，業務上の必要な
措置であると述べられた 14）。また，同時期には
整理解雇法理が形成され，整理解雇を有効とする
ための要件のひとつに使用者には解雇回避努力義
務が求められ，具体的な解雇回避措置として配転
や出向などがあげられることが多い 15）。こうし
て，労働者の長期雇用を保障するために，配転等
による柔軟な雇用調整により解雇を回避するべき
である，との認識が一般的にも法的にも定着した
といえる。当時の学説においては，配転命令権の
法的根拠について包括的合意説，契約説，特約説
等が対立したが，裁判例 16）は包括的合意説を採
用するものが比較的多い 17）。他方で，いずれの
説をとるかにより結論に差異はなく，就業規則等
の配転条項の存在や雇入れ時の勤務地等の合意の
不存在などから配転命令権を導き出すことが裁判
例の傾向であるとの指摘がある 18）。このような
裁判例では，契約法理が配転を規制するための法
理としての有効性を失い，労働契約に基づいて配
転命令への労働者の拘束を導く法理としての役割
を果たしていると解される 19）。そうすると，配
転命令権の有効性判断については，その濫用の有
無等が重要な判断要素となる。この点について
は，業務上の必要性と労働者の受ける不利益との
比較衡量を求める裁判例が多い 20）。しかし，労

働者が配転により被る不利益を考慮する裁判例 21）

は少なく，労働者側の事情を軽視するケースが増
えつつあった。たとえば，転勤により妻子と別居
せざるをえなくなることは入社時に当然予想すべ
き事態であったとするものや 22），農作業が手伝
えなくなることや通勤に 2時間 15 分程度かかる
ようになることなどの生活への影響は当然予測さ
れる範囲・程度のものとするもの 23）がある。

4　東亜ペイント事件最高裁判決（1986 年）以後

こうした状況の中で出てきたのが，1986 年（昭
和 61 年）の東亜ペイント事件最高裁判決である。
最高裁は，業務上の都合により従業員に転勤を命
ずることができる旨の労働契約・就業規則を法的
根拠とし，従業員の転勤が頻繁に実施されている
こと，契約締結時に勤務地の限定合意がなかった
ことから，使用者の配転命令権を肯定した。また，
権利濫用の成立については，業務上の必要性が存
しない場合，業務上の必要性はあるが，不当な動
機・目的による場合，労働者に対して通常甘受す
べき程度を著しく超える不利益を負わせる場合な
ど，特段の事情の存在を要求する。さらに，業務
上の必要性については，余人をもって替え難いと
いう高度の必要性までは要しないとした。本判決
は，就業規則等の配転条項などから事前の包括的
合意を認め，また，権利濫用判断においては労働
者の不利益を「通常甘受すべき程度を著しく超え
るもの」に限定するため，使用者の配転命令権を
広く認めるものとなった。この判断枠組みのも
と，神戸から名古屋への単身赴任を伴う配転命令
が，労働者にとって通常甘受すべき程度の不利益
にすぎないものである，として有効と判断され
た。
他方で，労働契約上，職種や勤務地が限定され
ていれば使用者の一方的命令権は排除され，配転
には本人の同意を要することになる。ここに使用
者の配転命令権の限界がある。しかし，裁判例は
職種や勤務地限定の合意を容易には認めない 24）。
たとえば，長期間にわたり熟練の機械工として就
労してきた労働者の単純工への配転の事例 25）や，
アナウンサーの異職種への配転の事例 26）では，
その業務以外の職種には一切就かせない旨の職種
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限定の合意があったとは認められないとして，職
種限定合意の成立が否定されている。そのため，
職種限定合意が認められるのは，医師，看護師，
大学教員といった特殊な資格を有し，その業務に
のみ従事するものとして採用された場合に限られ
る 27）。このような職種については，当該資格を
有している限り他の企業等への異動が比較的容易
であり，たとえ組織内部での雇用が困難な状況に
なったとしても，外部労働市場において雇用を継
続し，キャリアを形成していくことが可能である
からであるといえよう。
また，権利濫用の判断においても，労働者の私
生活上の不利益が考慮されないケースが続いた。
たとえば，配転により単身赴任を余儀なくされ妻
や子どもと同居できなくなるケースでは，労働者
に著しい不利益があるとは認められないと判断さ
れている 28）。また，保育所に通う子の送迎をし
ている労働者に対して通勤に長時間を要する勤務
地への配転が命じられた事例においても，通常甘
受すべき程度を超える不利益とまではいえないと
して権利濫用の成立が否定されている 29）。

5　配転法理の確立

以上のようにして，配転はそれぞれの時代背景
や経済状況に応じて，その目的や役割，対象とな
る労働者を拡大するなどの変化を遂げた。配転を
めぐる裁判例や議論も展開され，その中では，勤
務地や職種についての限定合意を認めて配転命令
権を排斥するものや配転による労働者の不利益を
考慮し，配転命令権を制約しようとするものも
あった。
しかし，いったん労働者の勤務地・職種を限定
する個別の合意が認定されると，その変更は契約
上の合意の範囲内でのみ可能であり，それ以外の
変更については労働者の同意が得られない限り達
成されない。そうなると，使用者は変更に同意し
ない労働者を解雇することもありうる。そこで，
勤務地等の限定合意を極力認めず，採用時の包括
的な合意や就業規則等の包括的規定に基づいて使
用者による広範な配転命令権を認めることによ
り，解雇を回避し雇用保障の要請に応えたものと
いえる。こうして，日本型雇用慣行にふさわしい

法理として配転法理は確立され，定着していっ
た。

Ⅲ　雇用保障と配転法理

1　配転法理の問題点

前掲東亜ペイント事件最高裁判決によれば，使
用者の配転命令権は，労働契約の解釈および権利
濫用という 2段階の制約を受けることになる。し
かし，大卒の総合職正社員として長期雇用を前提
に採用される労働者については，職種や勤務地を
特定せず，どのような場所・職種でも勤務すると
いう合意をするのが一般的であり，このような労
働者に対して使用者の配転命令権はほぼ無制約に
認められることになる。また，権利濫用の判断に
際しては，使用者の業務上の必要性は広く認めら
れるのに対して，労働者が被る不利益については
著しいものに限定されており，労働者によほどの
事情がなければ権利濫用は成立しない。
このような判例の立場は，日本型雇用慣行に適
した解決方法を求めた結果としてやむをえないも
のともいいうるが，不自然な契約解釈であるとい
わざるをえない。判例によれば，配転命令権の根
拠は労働契約に求められるため，労働者の職種や
勤務地は合意によって変更されるということが一
応はでき，労働契約の範囲外で配転命令権を行使
することはできないはずである。しかし，契約締
結時の包括的合意や就業規則の配転条項は，主に
使用者側の事情の変化に重点を置き，使用者が一
方的に命令権を行使できるようになっており，労
働者側の事情の変化に対応していない。継続的契
約である労働契約は，その展開過程において労使
双方に様々な事情の変化が発生しうるのであり，
本来であれば労働者側の事情や意思をも考慮する
必要がある。配転法理には，このような労働者の
自己決定に基づく労働条件対等決定が欠如してい
る。このことが労働者の私生活上の利益を無視す
ることにつながったといえる。
なお，近年の裁判例においては，職種限定合意
を認めながら，特段の事情があれば使用者は配転
命令権を行使しうると判断するものもある 30）。
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これは，職種が限定される場合であっても，労働
者の解雇を回避するためにその変更を認めようす
るものといえる。しかし，労使間に職種限定の合
意があるとすれば，その変更は労働者の同意に
よってのみ可能であるはずである。それにもかか
わらず，使用者による一方的な変更を可能とする
根拠が不明であるし，業務上の必要性のみが重視
され，不適切である。このような判断も，労働者
の意思をあまりに軽視したものであり契約の解釈
方法において問題がある 31）。

2　日本型雇用慣行の変化と配転法理

労働者は，私生活を犠牲にして，自らの意思に
関係なく，使用者による配転命令に応じてきた。
かつてはそれと引き換えに，様々な職種を経験し
て昇進したり賃金が上昇したりすることもあった
だろうし，労働者に能力不足・非違行為があった
場合や雇用調整が必要な場合でも，できる限り解
雇が回避されて雇用が保障されるという利益を得
ていた。ただ，このような恩恵を受けられるのは，
出産や育児の負担がなく定年まで働くことを前提
とした男性正社員に限られていた。そのため，出
産・育児，介護の責任を担う女性労働者など配転を
避けたい労働者は非正規社員となるしかなかった。
1990 年頃からのバブル経済崩壊後，日本は長
い不況の時代に入っていった。企業はリストラに
より多くの従業員の削減を余儀なくされた。特に
中小企業については不況の影響を受けた倒産が激
増し，その中で労働者の解雇も容易に行われたと
考えられる。そして，このような長期に及ぶ不況
やその後のいわゆるリーマン・ショックを経験し
た使用者は，労働者が私生活等を犠牲にしてまで
配転に応じたとしても，それにふさわしい賃金・
待遇を与えることができなくなった。さらに，使
用者は，広範な配転命令権を行使しうる正社員よ
りも，そのような命令権は制約されるが長期の安
定雇用を必要としない低賃金の労働者である非正
規雇用を選ぶようになっていった。また，1990
年から 2000 年にかけて整理解雇をめぐる紛争が
増加したが，その中には，整理解雇の要件を緩や
かに解し，その有効性を認める裁判例も見られ
た 32）。雇用保障のために重要とされる解雇制限

は，不況時に企業が経営危機に直面すれば緩和さ
れることにもなりかねない状況が生じていたとい
える。
他方で，労働者の意識も変化している。特に若
い労働者の中には出世を望まないとか，管理職に
なりたくないという者が増えているといわれてい
る。また，育児や介護の負担が大きい労働者も管
理職になることを拒むことがあるという 33）。管
理職となり大量の業務と重い責任を負っても，そ
の見返りは大きくなく，管理職になると時間外労
働等に対する割増賃金が支払われず，賃金が下が
るケースもある。そうであれば，わざわざ私生活
を犠牲にしてまで出世したいと思わないのは当然
であろう。
さらに，使用者の解雇が制限されていることか
ら，解雇に代わり労働者を排除する手段として配
転を利用するケースもある。いわゆる「追い出し
部屋」の存在である。労働者の能力や立場等にふ
さわしくない職種・勤務地への配転を命じ，自ら
退職届を提出するよう仕向けたり，能力不足を理
由に解雇したりするのである。
こうして，使用者の裁量を広く認める配転法理
と雇用保障とのトレード関係は薄れてきており，
それにもかかわらず，相変わらず企業は様々な目
的をもって配転を活用してきた。そのため，使用
者の配転命令権の広範さや強大さばかりが強調さ
れるようになっており，これを制限する必要が生
じているといえる。

3　雇用保障の現代的意義

そもそも，使用者の配転命令権が制限される
と，雇用保障は達成できなくなるのだろうか。た
とえば，個別契約で職種・勤務地が限定されてい
る労働者は，その職種や勤務地が廃止されたり，
能力や適格性に欠けるとされた場合，当然に解雇
されることになるだろうか。これについて，職
務・勤務地・労働時間が特定されている「ジョブ
型正社員」が支配的であるEU諸国では手厚い解
雇規制が確立しており，わが国において職種・勤
務地・労働時間が特定されていない「無限定正社
員」にしか解雇制限がないとするのは明らかに
誤った理解であるとの指摘がなされている 34）。
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職種や勤務地が限定されている労働者であって
も，正社員の場合と同じように使用者はできる限
り解雇を回避して，その雇用を保障するよう努め
なければならないはずである。
伝統的な日本型雇用慣行は男性正社員を中心と
して形成されてきたが，今日では，労働者全体の
約 40％が非正規雇用労働者であり，女性労働者
も労働者全体の半数ほどを占めるなど，労働者も
その働き方も多様化している。家庭内での育児・
介護を負担する労働者も増加しているといえる
が，このような労働者に単身赴任を伴うような遠
隔地への転勤が命じられれば，育児や介護に支障
を来して退職に追い込まれることにもなりかねな
い。そもそもこのような労働者は，転勤が予定さ
れる仕事には就けないであろう。実際に，家族の
介護を理由とした離職・転職者数は 2011 年 10 月
から 2012 年 9 月の 1 年間で 10 万 1100 人にのぼ
る 35）。また，2010 ～ 2014 年について，出産前に
就業していた女性のうち，第 1子出産前後で約 5
割の女性が仕事を辞めている 36）。
日本型雇用慣行が変化している今日において
は，どのような雇用形態のどのような労働者につ
いても解雇が制限され，雇用が保障される必要が
ある。

Ⅳ　配転法理のあり方

1　権利濫用判断における制限

以上のことから，配転法理を見直し，使用者の
配転命令権を制約する必要がある。その際に重視
されるのが，ワーク・ライフ・バランスやキャリ
ア形成 37）という観点である。
まずは，権利濫用判断において使用者の業務上
の必要性をより厳しく解し，労働者に生じる不利
益を重視することが考えられる。このような判断
方法は，東亜ペイント事件最高裁判決以前の裁判
例にも見られたものであり，使用者の業務の必要
性と労働者の不利益の均衡を重視する濫用性判断
枠組みに回帰する必要性が主張されている 38）。
ワーク・ライフ・バランスや労働者のキャリア形
成という観点からすれば，配転命令の権利濫用判

断においては，労契法 3条 3項の仕事と生活の調
和，同 4項の信義則，そして労働者の配置に関す
る配慮を定める育児介護休業法 26 条等が考慮さ
れるべきである。
育児・介護との関係では，使用者は，育児介護
休業法 26 条および指針に即して，労働者の意向
聴取によって，育児・介護の状況を把握し，本人
による育児・介護の必要性が高い場合はできるだ
け転勤を回避し，転勤が避けられない場合は手厚
い経済的支援を講ずる義務を負い，このような配
慮を欠いた転勤命令は配慮義務に反し人事権濫用
を成立させるものと解される 39）。裁判例におい
ても，ネスレ日本事件は，使用者に育児介護休業
法 26 条に基づき，配転により子の養育や家族の
介護を行うことが困難となることとなる労働者に
対する配慮を求め，その有無程度が権利濫用判断
に影響を与えるとしている 40）。また，キャリア
形成との関係では，情報システム専門職の労働者
が異職種（倉庫係）への配転を命じられたケース
において，業務上の必要性が高くないにもかかわ
らず，情報システム専門職としてのキャリアを形
成していく期待に配慮せずに配転をしたものであ
り，配転命令権の濫用として無効と判断されてい
る 41）。
また，手続的規制も重視されている。使用者は
配転に際して，労働者への内示や意向聴取を行
い，配転の内容や必要性を説明するなど，労働者
に必要な情報を時間的余裕を置いて十分に提供す
ることを要し，それを無視して強行された配転命
令は権利濫用となりうるとされ，これは信義則
（労契法 3条 4項）および労働契約内容の理解促進
の責務（同 4条 1 項）によって要請される手続的
要件を意味するという 42）。この点，長女の介護
をしている労働者が関西から東京への配転を命じ
られたケース 43）においては，勤務地限定合意が
認められないとしても，使用者は勤務地が限定さ
れるようできる限り配慮すべき信義則上の義務を
負っていたと解すべきであり，権利濫用の成否を
判断においてこの点を十分に配慮すべきであると
されている。そして，使用者は，配転が必要とさ
れる理由，配転先における勤務形態や処遇内容，
復帰予定等について，労働者に具体的かつ詳細な
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説明を尽くすべきであるが，本件ではこれが尽く
されていなかったとして配転命令は権利濫用にあ
たり無効と判断されている。また，ケースワー
カーから看護助手への配転が争われたケースで
は，事務職系の職種から労務職系の職種への異動
については十分な説明がなされるべきであるとさ
れている 44）。
このような見解は，労働者が被る不利益を重視
し，配転に対する労働者の自己決定を尊重しうる
点やその意向を汲むことができる点で重要であ
る。しかし，配慮義務については，本来自由であ
るはずの労働者の私的生活の領域に使用者の介入
の余地を認めると，労働者に私的事項の開示を求
めることになり，また，労働関係をパターナリス
ティックなものとする危険性があるとの指摘があ
る 45）。労働者が人には知られたくない家族の情
報等を使用者に開示することは抵抗があろうし，
使用者が考える配慮が労働者にとっての利益には
つながらないこともあろう。より労働者の私生活
上の利益や自己決定を尊重する方策が求められ
る。
さらに，裁判例において配転命令が権利濫用と
して無効と判断されるケースは，家族の中に重い
病気を患っている者が複数名おり，その看護や介
護をしなければならないなど，労働者の不利益が
特に大きい場合に限られている。そのため，労働
者が配転により単身赴任となり家族との別居を強
いられることや，夫婦のどちらかが仕事をやめざ
るをえないというだけでは配転命令を拒否する理
由にはならないだろう。これに対して，配転命令
に応じたくない労働者がとりうる対抗手段として
は，配転命令に異議をとどめつつ配転先で就労す
ることくらいである。しかもその場合，様々な私
生活上の困難を抱えながらもいったんは配転先に
赴任せざるを得ない。それも難しいのであれば労
働者は退職することにもなりかねない。使用者の
もつ強大かつ広範な配転命令権に比べてあまりに
アンバランスである。

2　労働契約の合理的解釈による制限

このことから今後より重視すべきは，労働契約
の合理的な解釈を行い，使用者の配転命令権自体

を制限することである。労働条件の内容は労使間
の合意によって決定されることこそ，本来あるべ
き姿である（労基法 2条 1 項，労契法 8条）。労働
契約における勤務地や職種の限定合意を広く認
め，使用者の一方的な配転命令権をできるかぎり
排除していくべきである。そして，その変更には
労働者の個別の同意が必要であると考えるべきで
ある。
学説においては従来から，配転には労働者の個
別的同意を要するとする配転命令否認説（個別同
意説）が主張されている。職種や勤務地等の限定
を容易には認めない判例に対して批判的な立場か
ら，契約の展開過程で追加的に合意が形成される
ことを考慮し，職種限定の合意が成立する可能性
をもっと広げてしかるべきとする見解 46），就業
規則に包括的な配転条項がある場合でも使用者は
信義則上合理的な範囲内でのみ配転命令権を有す
るとし，単身赴任を伴う転勤については原則とし
て労働者の同意を要するとの見解 47），職種・勤
務地等は中核的な労働条件であり，労使対等決定
原則（労基法 2 条 1 項，労契法 3 条 1 項，9 条）か
らして，本来，労働者の同意を得て変更されるも
のであるとする見解 48）などがあげられる。現在
では，労働者のキャリア形成に対する自己決定や
ワーク・ライフ・バランスの尊重という観点か
ら，信義則上合理的な範囲に合意内容を限定しな
ければならない（労契法 3条 4 項）という形で整
理することもできよう 49）。

3　個別合意による職種・勤務地の変更

そこでまず，契約締結時に職種や勤務地などが
限定された場合については，それらを限定した合
意が就業規則に優先することとなり（労契法 7条
但書），その変更には労働者の同意が求められる。
勤務地や職種を限定して労働者を採用し，限定正
社員として処遇する場合には合意の範囲内でのみ
配転が行われることになろう。これに対して，採
用時に勤務地・職種が限定されていない労働者で
あっても，特定の業務や勤務場所に長期間従事し
たことによって知識や技能，経験を得た場合に
は，職種・勤務地の限定合意を認めることができ
るといえる。労働契約の展開過程においても，追
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加的に明示・黙示の合意が成立することはありう
ると考えられる。こうして，積極的に職種や勤務
地の限定合意を認めていくべきである 50）。
勤務地・職種を限定されずに採用された正社員
については，就業規則の配転条項にしたがって配
転が命じられることになる。しかし，その場合で
も信義則上合理的な範囲内でのみ配転命令権は行
使されなければならない。職種や勤務地が大きく
変更されるような配転については，使用者の配転
命令権を排除し，労働者の同意を必要とすべきで
ある。とりわけ，育児や介護の負担が大きい労働
者に対する遠隔地への配転や，育児・介護に大き
な支障を来すような長時間労働や深夜勤務のある
業務への配転を実施する際には，労働者本人の同
意が必要となる。さらに，育児や介護にかかわら
ない労働者であっても，海外を含む遠隔地への転
勤や，それまでとはまったく異なる職種への配転
は，精神的・経済的な負担を感じる者もいるであ
ろう。このような場合でも配転命令に応じる義務
があるとすれば，労働者は自ら退職することを選
ぶ可能性もある。あるいは，配転命令を拒否すれ
ば業務命令違反により懲戒解雇となるかもしれな
い。このように，勤務地や職種の大きな変更がな
されると，もはや契約を維持できないということ
にもなりかねない。つまり，このような場合は，
契約そのものの変更に等しいのである。したがっ
て，このような変更は契約の範囲外の変更と解
し，労働者の個別の同意を要するべきであるとい
える。

4　個別合意による職種・勤務地の変更

こうして職種や勤務地等については，緩やかに
その限定合意を認め，これを変更するためには労
働者の個別の同意が必要であると考えられる。し
かし，かつての裁判例の中には，配転が多くの従
業員に関することであるから個々の労働者の希望
に沿わないことはやむをえないとするものもあっ
た。たしかに，労働者の個別の同意を得ない限り
は配転ができないとすれば，企業の柔軟な運営に
支障が出るであろうし，最終的には解雇にもつな
がりうることにもなり，労働者にとって不利益な
面もある。

しかし，このような危惧は，労働者が使用者か
らの配転の申入れを拒否することを前提として考
えるために生じるものである。配転によるキャリ
アアップや昇進などを望む労働者は，その申入れ
に応じる可能性はきわめて高い。そうでない労働
者の場合も，使用者が労働者の同意を得られるよ
うな内容での配転の申込みをすれば問題は生じな
いはずである。また，労働者に不利益のある配転
を申し入れる場合には，不利益に十分配慮した内
容であれば同意に至る可能性は高いだろう 51）。
勤務地や職種の限定される限定正社員について
は，その勤務地や職種が廃止されるような場合で
もできる限り雇用は維持されるべきであり，その
ために，使用者は労働者の同意が得られるような
内容での変更を申し入れる必要がある。具体的に
は，従来の職種・勤務地にできる限り類似した職
種や近い場所への配転を申し入れるということで
ある。そして，そのような内容での変更申入れに
対して労働者がこれを拒んだ場合，同意権の濫用
や信義則違反となり，労働者の同意なしに配転命
令が認められることにもなりうる。

5　労働条件変更手段としての変更解約告知

以上のように解したとしても，労働者の同意が
得られない場合には，やはり使用者による解雇が
認められる可能性はある。そのため，解雇を回避
しつつ職種や勤務地を変更できる手段が必要であ
る。
そこで，変更解約告知を用いることが考えられ
る。変更解約告知とは，ドイツの解雇制限法にお
いて認められている制度であり，使用者が労働者
に労働条件変更を申し込み，労働者がこれに応じ
ない場合には解雇することをいう。ドイツでは，
労働条件が個別に特定されていることが多く，こ
れを変更するためには契約の解約か労働者の同意
しかないという場合に，変更解約告知が労働条件
変更手段として機能している。またドイツでは留
保付承諾が明文で認められている。留保付承諾と
は，労働者が労働条件変更に異議をとどめつつ承
諾し，変更された労働条件で就労しながら裁判所
等で変更の効力を争うことである。そして，裁判
等で変更の相当性が認められれば変更された労働
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条件のもとで就労を続けることとなり，変更に相
当性がないとされれば従来の労働条件で雇用は継
続する。こうして，労働者は解雇を回避しつつ労
働条件変更について争うことができる。そのた
め，労働者には労働条件変更に同意するか拒否し
て解雇されるかの二者択一が強いられることはな
い。
これに対して，現在の日本では変更解約告知の
法制度はなく，解雇として捉えられることが多 
い 52）。また，留保付承諾の可否についても，民
法 528 条との関係において問題が残る。民法 528
条は，申込みに条件を付けたり変更を加えて承諾
した場合には申込みの拒絶とともに新たな申込み
をしたものとみなすことを定めたものであり，こ
のことからすると，労働者が留保付承諾をしたと
しても，使用者にはこれに応じる義務はないこと
になる 53）。
したがって，変更解約告知や留保付承諾につい
ては立法により認めていく必要があろう。

Ⅴ　お わ り に

労働者にとって職種や勤務地はきわめて重要な
労働条件である。これらが使用者によって一方的
に変更された場合，労働者が私生活に支障を来し
たり，望まない業務に就くことにより負担を強い
られたりすることとなる。それにより，自ら退職
することを選ぶ労働者も出てくるであろう。そこ
で本稿では，労働契約の解釈を合理的に行い，職
種や勤務地等の限定合意を積極的に認めて使用者
の配転命令権を排除し，労働者の同意により職種
や勤務地の変更をすべきであることを主張した。
東亜ペイント事件最高裁判決までの裁判例を見
ると，労働者のそれまでのキャリアを重視して職
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